
                                        資 料 

「金融先物取引業務取扱規則」の新旧対照表 

 

改 正 案 現   行 

 

第１条～第５条 （略） 

 

第２章 受託取引等の開始手続等 

 

（顧客カードの整備等） 

第６条 会員は、金融先物取引等を行う顧客につい

て、次の各号に掲げる事項を記載した顧客カード

を備え付けるものとする。 

（1） 氏名又は名称 

（2） 住所又は所在地及び連絡先 

（3） 生年月日（顧客が自然人の場合に限る。次号

において同じ。） 

（4） 職業 

（5） 投資目的 

（6） 資産の状況 

（7） 金融先物取引等の取引状況 

（削 る） 

（8） その他会員が必要と認める事項 

２、３ （略） 

 

 

以下略 

 

 

 

第１条～第５条 （略） 

 

第２章 受託取引等の開始手続等 

 

（顧客カードの整備等） 

第６条 会員は、金融先物取引等を行う顧客につ

いて、次の各号に掲げる事項を記載した顧客カ

ードを備え付けるものとする。 

（1） 氏名又は名称 

（2） 住所又は所在地及び連絡先 

（3） 生年月日（顧客が自然人の場合に限る。次

号において同じ。） 

（4） 職業 

（5） 投資目的 

（6） 資産の状況 

（7） 金融先物取引等の取引状況 

（8） 顧客となった動機又は経緯 

（9） その他会員が必要と認める事項 

２、３ （略） 

 

 

以下略 

 

 


